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生産性向上特別措置法生産性向上特別措置法 (先端設備等導入計画)(先端設備等導入計画)

の概要の概要

　平成30年６月６日、「生産性向上特別措置法」が
施行されました。法律では、①プロジェクト型「規
制のサンドボックス」制度の創設、②データの共有・
連携のためのIoT投資の減税等、③中小企業の生産
性向上のための設備投資の促進について規定してい
ます。
　本稿では、③中小企業の生産性向上のための設備
投資の促進に係る「先端設備等導入計画」の概要や
申請方法について、ご紹介します。

「先端設備等導入計画」のスキーム図

計画認定の要件

　
「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」
は
、
生

産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
お
い
て
措
置

さ
れ
た
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

等
が
、
設
備
投
資
を
通
じ
て
労
働
生
産

性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
計
画
で
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
所
在
し
て
い
る
市
区

町
村
が
国
か
ら
「
導
入
促
進
基
本
計
画
」

の
同
意
を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
認
定

を
受
け
ら
れ
ま
す
。
認
定
を
受
け
た
場

合
は
導
入
設
備
の
税
制
措
置
な
ど
の
支

援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

計
画
認
定
の
主
な
要
件
は
左
記
の
表

の
と
お
り
で
す
。

計画期間 計画認定から３年、４年又は５年

労働生産性

計画期間において、基準年度（直近の事業年度末）比で労働生産性が年３％以上向上す
ること
〇労働生産性算定式
（営業利益＋人件費＋減価償却費）
　　　　　労働投入量
※労働投入量：労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
　機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

・ 国の「導入促進指針」及び申請先の市区町村の「導入促進基本計画」に適合するもの
であること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・ 認定経営革新等支援機関（中央会、商工会議所、商工会等）において事前確認を行っ
た計画であること

「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」の
概
要

計
画
認
定
の
主
な
要
件

特 集 Ⅲ
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既に受付を開始している県内市町村
(平成30年７月30日現在)

対象者
資本金もしくは出資金額１億円以下の法人、従業員1,000人以
下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受け
た者（大企業の子会社を除く）

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上す
る下記の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
・機械装置（160万円以上/10年以内）
・測定工具及び検査工具（30万円以上/５年以内）
・器具備品（30万円以上/６年以内）
・建物附属設備（60万円以上/14年以内）

設備の取得時期 計画認定から平成33年３月31日まで

その他
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

　

中
小
事
業
者
等
が
、
認
定
を
受
け
た

計
画
に
基
づ
き
、
左
記
の
表
の
要
件
に

基
づ
く
設
備
を
新
規
取
得
し
た
場
合
、

そ
の
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税

が
３
年
間
に
わ
た
っ
て
ゼ
ロ
〜
２
分
の

１
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。(

県
内
市
町
村

は
全
域
で
ゼ
ロ
を
表
明)

　

計
画
の
申
請
は
、
取
得
す
る
設
備
を

設
置
す
る
市
区
町
村
へ
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
設
備
の
取
得
は
計
画
の
認

定
後
に
行
う
こ
と
が
必
須
と
な
り
ま

す
。

　

計
画
の
申
請
に
必
要
な
書
類
は
、
左

記
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
こ
こ
に
記

載
の
内
容
は
一
般
的
な
申
請
手
続
き
を

示
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請

の
際
は
申
請
先
の
市
区
町
村
の
申
請
案

内
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
事
前
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

★
申
請
書
類

①
申
請
書
（
原
本
）

② 

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
に
よ
る

事
前
確
認
書

③ 

そ
の
他
、
市
区
町
村
長
が
必
要
と
認

め
る
書
類

④ 

返
信
用
封
筒
（
Ａ
４
の
認
定
書
を
折

ら
ず
に
返
送
可
能
な
も
の
。
返
送
用

の
宛
先
を
記
載
し
、
切
手
を
貼
付
し

て
く
だ
さ
い
）

★ 

固
定
資
産
税
の
特
例
を
受
け
る
場
合

は
、
①
〜
④
に
加
え
左
記
の
書
類

⑤
工
業
会
証
明
書
（
写
し
）

⑥ 
誓
約
書
（
⑤
の
追
加
提
出
を
行
う
場

合
）

★
申
請
先

　
「
導
入
促
進
基
本
計
画
」
の
国
の
同

意
を
受
け
た
市
区
町
村(

県
内
市
町
村

の
受
付
開
始
状
況
は
次
項
を
ご
覧
く
だ

さ
い)

計画認定による税制支援の要件

計画認定及び固定資産税減免特例適用までのスキーム図

■工業会等の確認内容
　・ 一定の期間内に販売が開始された
モデルであること。

　・ 生産性向上（年平均１％）要件を
満たしていること。

■経営革新等支援機関の確認内容
　・ 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業

の用に供する設備の導入によって、労働生
産性が年３％以上向上すること。

　

県
内
市
町
村
の
、
計
画
申
請
の
受
付

開
始
状
況
は
左
記
の
表
の
と
お
り
で
す
。

　

本
県
に
お
い
て
は
、
県
内
の
全
市
町

村
が
「
導
入
促
進
基
本
計
画
」
の
策
定

を
表
明
し
て
お
り
、
表
に
記
載
の
な
い

市
町
村
も
今
後
計
画
の
受
付
が
開
始
さ

れ
る
予
定
で
す
。
直
近
の
受
付
開
始
状

況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
市
町
村
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

前橋市 高崎市 桐生市
伊勢崎市 太田市 沼田市
館林市 渋川市 藤岡市
富岡市 安中市 みどり市
甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡長野原町
吾妻郡草津町 吾妻郡高山村 吾妻郡東吾妻町
利根郡川場村 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町
邑楽郡明和町 邑楽郡邑楽町

計
画
認
定
に
よ
る
税
制
支
援

計
画
認
定
〜
特
例
適
用
ま
で
の
流
れ

計
画
申
請
の
必
要
書
類

県
内
市
町
村
の
受
付
開
始
状
況


